
目

次

告

示

○
都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
一

公

告

○
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
商
工
政
策
課
）
…
一

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（
警
察
本
部

会

計

課
）
…
二

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
下
北
地
域

県

民

局
）
…
三

人
事
委
員
会

○
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
九
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
職

員

課
）
…
三

公
安
委
員
会

○
青
森
県
公
安
委
員
会
公
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
総

務

課
）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
沢
都
市

計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
七
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

施
行
者
の
名
称

三
沢
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

三
沢
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
三
沢
市
公
共
下
水
道
）

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
三
年
十
二
月
三
日
か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
平
成
二
十
四
年
四
月
二
日
青
森
県
告
示
第
三
百
九
号
）

の
事
業
地
の
と
お
り
変
更
な
し
。

２

使
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
平
成
二
十
四
年
四
月
二
日
青
森
県
告
示
第
三
百
九
号
）

の
事
業
地
の
と
お
り
変
更
な
し
。

公

告

第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
の
変
更

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
六
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
定
め
た
第
二
種
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
特
例
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
そ
の
内
容
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

変

更

前

変

更

後

青
森
県
報
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第
四
千
二
百
九
十
六
号

平
成
二
十
九
年

五
月
十
日

（
水
曜
日
）



１

十
和
田
市
稲
生
町
一
四
二
の
四
、
一
四

三
の
一
、
一
四
三
の
三
、
一
四
三
の

四
、
一
四
四
の
一
、
一
四
五
の
一
、
一

四
五
の
二
、
一
四
六
の
一
、
一
四
六
の

五
、
一
四
六
の
六
、
一
四
六
の
七
、
一

四
七
の
五
、
一
四
七
の
一
五
、
一
四
七

の
一
八
、
一
四
七
の
一
九
、
一
四
七
の

二
〇
、
一
四
七
の
二
一
、
一
四
七
の
二

三
、
一
四
七
の
二
四
、
一
四
七
の
二

六
、
一
四
七
の
三
五
、
一
四
七
の
四

九
、
一
四
七
の
五
〇
、
一
四
七
の
五
五

２

十
和
田
市
稲
生
町
一
九
の
五
、
一
九
の

一
一
、
一
九
の
一
二
、
二
〇
の
一
、
二

〇
の
九
、
二
〇
の
一
一
、
二
〇
の
一

二
、
二
〇
の
一
三
、
二
〇
の
一
四
、
二

〇
の
一
六
、
二
一
の
一
、
二
一
の
二
、

二
一
の
三
、
二
一
の
五
、
二
一
の
八
、

二
二
の
一
、
二
二
の
二
、
二
二
の
三
、

二
二
の
四
、
二
二
の
六
、
二
二
の
七
、

二
二
の
八
、
二
二
の
九
、
二
二
の
一

三
、
二
三
の
一
、
二
四
の
二
、
二
四
の

四
、
二
五
の
一
、
二
五
の
二

３

十
和
田
市
東
一
番
町
七
の
一
一
、
七
の

三
五
、
七
の
三
二
二
、
七
の
三
二
三
、

七
の
三
二
四
、
七
の
三
二
五
、
七
の
三

二
六
、
九
の
二
、
九
の
二
〇
、
九
の
二

一
、
九
の
二
五
、
七
の
一
一
及
び
九
の

二
〇
及
び
九
の
二
五
に
接
す
る
水
路
の

一
部

１

変
更
な
し

２

変
更
な
し

３

十
和
田
市
東
一
番
町
七
の
五
、
七
の
一

一
、
七
の
一
五
、
七
の
二
〇
、
七
の
三

五
、
七
の
六
九
、
七
の
二
〇
〇
の
一

部
、
七
の
三
二
七
、
七
の
三
二
八
、
七

の
三
二
九
、
九
の
二
、
九
の
二
〇
、
九

の
二
五
三
、
九
の
二
五
四
、
九
の
二
五

九
、
九
の
二
六
〇
、
七
の
一
一
及
び
九

の
二
五
三
に
接
す
る
水
路
の
一
部

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

運
転
免
許
証
作
成
機
用
消
耗
品

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
Ｄ
Ｎ
Ｐ
ア
イ
デ
ィ
ー
シ
ス
テ
ム

東
京
都
新
宿
区
新
宿
四
丁
目
三
の
一
七

六

契
約
金
額

一
式
当
た
り

二
百
九
十
四
万
二
千
二
百
四
十
四
円

内
訳

品

名

数
量

単
位

金

額

Ｉ
Ｃ
用
カ
ー
ド
基
体
（
一
般
用
）

一

箱

五
十
万
八
千
三
百
五
十
六
円

Ｉ
Ｃ
用
カ
ー
ド
基
体
（
優
良
用
）

一

箱

五
十
万
八
千
三
百
五
十
六
円

Ｉ
Ｃ
用
カ
ー
ド
基
体
（
新
規
用
）

一

箱

五
十
万
八
千
三
百
五
十
六
円

高
速
型
リ
ボ
ン
セ
ッ
ト

一

箱

十
五
万
千
二
百
円

新
経
歴
書
用
カ
ー
ド
基
体

一

箱

十
六
万
二
千
六
百
四
十
八
円

裏
面
追
加
備
考
紙

一

箱

三
千
二
百
四
十
円

印
字
用
ロ
ー
ル
紙

一

セ
ッ
ト

一
万
八
千
九
百
円

メ
イ
ン
ラ
ン
プ

一

セ
ッ
ト

一
万
三
千
六
百
八
円

フ
ッ
ト
ラ
ン
プ

一

個

二
千
二
百
六
十
八
円

吸
着
パ
ッ
ト

一

セ
ッ
ト

五
千
五
百
八
円

Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
ン
プ

Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｙ

一

セ
ッ
ト

一
万
千
二
百
三
十
二
円

入
口
セ
ン
サ
ー
Ｌ
Ｅ
Ｄ

Ａ
Ｓ
Ｓ
Ｙ

一

個

七
千
五
百
六
十
円

吸
気
フ
ィ
ル
タ
ー
大

一

個

九
千
七
百
二
十
円

吸
気
フ
ィ
ル
タ
ー
小

一

個

五
千
九
百
四
十
円

排
出
ロ
ー
ラ
ー

一

セ
ッ
ト

一
万
五
千
百
二
十
円

ヒ
ー
ト
ロ
ー
ラ
上

一

セ
ッ
ト

四
万
九
千
六
百
八
十
円
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Ｄ
Ｕ
付
ブ
ラ
ケ
ッ
ト
Ｈ

一

セ
ッ
ト

三
万
千
百
四
円

サ
ー
ミ
ス
タ
ー

一

セ
ッ
ト

三
千
二
百
四
十
円

ハ
ロ
ゲ
ン
ヒ
ー
ト
ラ
ン
プ

一

セ
ッ
ト

二
万
二
千
六
百
八
十
円

ヒ
ー
ト
ロ
ー
ラ
下

一

セ
ッ
ト

三
万
八
千
八
百
八
十
円

タ
イ
ミ
ン
グ
ベ
ル
ト
入
口
Ｈ
１

一

セ
ッ
ト

八
千
二
百
八
円

タ
イ
ミ
ン
グ
ベ
ル
ト
入
口
Ｈ
２

一

セ
ッ
ト

七
千
五
百
六
十
円

ゴ
ム
ロ
ー
ル
Ｈ
／
Ｒ

一

セ
ッ
ト

一
万
二
千
九
百
六
十
円

ロ
ー
ル
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ

一

セ
ッ
ト

四
万
五
千
三
百
六
十
円

ロ
ー
ル
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｔ
／
Ｌ

一

セ
ッ
ト

四
万
三
千
二
百
円

ロ
ー
ル
ロ
ア
ピ
ン
チ
ロ
ー
ラ
ー

一

セ
ッ
ト

四
万
五
千
三
百
六
十
円

サ
ー
マ
ル
ヘ
ッ
ド

一

セ
ッ
ト

七
十
万
二
千
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
て
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

畑
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
十
日

下
北
地
域
県
民
局
長

濱

谷

雅

人

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

北
上

勝
明

む
つ
市
大
畑
町
兎
沢
一
九
七
の
五

平
成
二九･
四･
三

人

事

委

員

会

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
九
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
十
日

青
森
県
人
事
委
員
会
委
員
長

熊

地

貴

志

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
九
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
九
（
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
養
子
縁
組
里
親
」
の
下
に
「
で
あ
る
者
」
を
加
え
、
「
養
子
縁
組
に
よ
っ
て

養
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
者
」
を
「
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里

親
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
人
事
委
員
会
規
則
一
三
―
九
（
職
員
の
育
児

休
業
等
に
関
す
る
規
則
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
 

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
公
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
十
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

高

畑

子
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青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号

青
森
県
公
安
委
員
会
公
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
公
安
委
員
会
公
文
書
管
理
規
則
（
平
成
二
十
六
年
三
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
（
第
十
条
関
係
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
十
条
関
係
）

保
存
期
間

行

政

文

書

保
存
期
間
満
了
後
の
措
置

三
十
年

委
員
会
の
会
議
録
（
委
員
会
の

会
議
に
提
出
さ
れ
た
行
政
文
書
で

あ
っ
て
、
委
員
会
が
会
議
録
と
併

せ
て
保
有
す
る
こ
と
が
必
要
と
認

め
た
も
の
を
含
む
。
）

移
管
又
は
特
定
保
存
（
公
安
委
員
会
の

会
議
に
係
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
で
、

そ
の
内
容
に
重
要
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ

る
も
の
に
あ
っ
て
は
廃
棄
）

委
員
会
の
運
営
に
関
す
る
定
め

そ
の
他
委
員
会
の
委
員
長
又
は
委

員
の
作
成
に
係
る
委
員
会
の
意
思

決
定
に
関
す
る
行
政
文
書

移
管
又
は
特
定
保
存
（
公
安
委
員
会
の

運
営
に
係
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
で
、

そ
の
内
容
に
重
要
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ

る
も
の
に
あ
っ
て
は
廃
棄
）

移
管
・
廃
棄
簿

廃
棄

五
年

警
察
法
第
四
十
三
条
の
二
に
規

定
す
る
事
務
に
関
す
る
行
政
文
書

移
管
又
は
特
定
保
存
（
公
安
委
員
会
の

監
察
の
指
示
等
に
係
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ

ル
等
で
、
そ
の
内
容
に
重
要
性
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
廃
棄
）

三
年

委
員
会
の
会
議
資
料

移
管
又
は
特
定
保
存
（
公
安
委
員
会
の

会
議
に
係
る
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
で
、

そ
の
内
容
に
重
要
性
が
な
い
と
認
め
ら
れ

る
も
の
に
あ
っ
て
は
廃
棄
）

警
察
法
第
七
十
九
条
に
規
定
す

る
事
務
に
関
す
る
行
政
文
書

移
管
又
は
特
定
保
存
（
公
安
委
員
会
の

苦
情
の
申
出
等
に
関
す
る
行
政
文
書
フ
ァ

イ
ル
等
で
、
そ
の
内
容
に
重
要
性
が
な
い

と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
廃
棄
）

委
員
会
又
は
委
員
会
の
委
員
長

若
し
く
は
委
員
宛
て
の
意
見
、
要

望
及
び
そ
の
処
理
に
関
す
る
行
政

文
書

廃
棄

無
期
限

行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿

目
録

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
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号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
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人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭


